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別表第３ 補助対象経費（第３条第３項関係） 

区分 費目 細分 内容 

工事費 本工事費

（直接工

事費） 

材料費  事業を行うために直接必要な材料の購入費をい

い、これに要する運搬費、保管料を含むものとす

る。この材料単価は、建設物価（建設物価格調査

会編）、積算資料（経済調査会編）等を参考のう

え、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業と

の関連を考慮して適切な単価とする。 

労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人

件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、

国土交通の２省が協議して決定した「公共工事設

計労務単価表」を参考として、事業の実施の時

期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適

切な単価とする。 

直接経費  事業を行うために直接必要とする経費であり、

次の費用をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使

用料及び派出する技術者等に要する費用） 

②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な

電力電灯使用料及び用水使用料） 

③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用

に要する経費（材料費、労務費を除く）） 

④負担金（事業を行うために必要な経費を契約、

協定等に基づき負担する経費） 

（間接工

事費） 

共通仮設

費 

 事業を行うために直接必要な現場経費であっ

て、次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運

搬、移動に要する費用 

②準備、後片付け整地等に要する費用 

③機械の設置撤去及び仮道布設原道補修等に要す

る費用 

④技術管理に要する費用 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 

現場管理

費 

 事業を行うために直接必要な現場経費であっ

て、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交

通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参

考に決定する。 

一般管理

費 

 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利

費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をい

い、類似の事業を参考に決定する。 

付帯工事費  本工事に付随する直接必要な工事に要する必要

最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に

準じて算定すること。 

機械器具費  事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用

その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付

け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 

測量及び試験費  事業を行うために直接必要な調査、測量、基本

設計、実施設計、工事監理及び試験に要する費用

をいう。 
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設備費 設備費  事業を行うために直接必要な設備及び機器の購

入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する

費用をいう。 

業務費 業務費  事業を行うために直接必要な機器、設備又はシ

ステム等による調査、設計、製作、試験及び検証

に要する費用をいう。 

事務費 事務費  事業を行うために直接必要な事務に要する社会

保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入

費をいう。 

 


